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【 助成⾦のご案内 】
－介護⽀援取組助成⾦－

この助成⾦は、社員さんたちに「介護についての法律」
を以下のやり⽅（条件）で伝えると助成されるものです。
そのやり⽅とは4つだけの簡潔なものです。
※取組に対する助成⾦ですので介護休業の実績は問いません。

疑問・質問などございましたら遠慮なくご相談ください。

平成28年6⽉

60万円／社 ※⽀給されるのは1回のみとなります。

①社内アンケートの実施
②介護について社内研修の実施
③相談窓⼝の設置及び周知
④『両⽴⽀援のひろば』に介護休業関係の取り組みを登録
申請をあおばに依頼(有料)される顧問先様にはひな形を提供し、
⼿順を丁寧にお伝えします。
★このほかに『就業規則』があることが申請の前提になります。
この機会にこちらの作成もご相談ください。

※この助成金は予算がなくなり次第終了となります。
ご依頼の際は急ぎお声かけください。

ざっくり内容

平成２８年度新設され、⽐較的多くの顧問先様で取り組みやすい
「介護⽀援取組助成⾦」をご紹介いたします。

受給額

条 件


